
1 

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

無回答

5.1 

11.3 

16.3 

16.6 

27.6 

23.1 

0.0 

7.6 

11.3 

16.6 

13.4 

25.8 

25.3 

0.0 

0 5 10 15 20 25 30

（％）

女性 n=566

男性 n=434

北本市男⼥共同参画に関する意識・実態調査報告書 
概要版 

平成 29年３⽉ 北本市 
北本市では、男女共同参画社会の実現に向け、平成25年に第四次北本市男女行動計画を

策定し、総合的、計画的にさまざまな取り組みを進めています。 

このたび、この計画を改定するため、平成28年10月に男女各1,000人の市民の方にご協

力をいただき、「北本市男女共同参画に関する意識・実態調査」を実施しました。 

この結果は、今後の男女共同参画を推進していくうえで、貴重な資料として活用させて

いただきます。 

 

調査の概要 

調
査

の
設

計
 

○調 査 対 象：北本市在住の 18 歳以上の市民 

○対 象 者 数：2,000 人 

○標 本 抽 出：年齢・地域等の層化法により、住民基本台帳から無作為抽出 

○調 査 方 法：郵送配布・郵送回収 

○調 査 期 間：平成 28 年 10 月 20 日～11 月４日 

○有効回収数：1,024（女性 566、男性 434、性別無回答 24） 

○回 収 率：51.2％（女性 56.6％、男性 43.4％） 

調
査

項
目

 

１ 男女平等に関する意識について 

２ 家庭生活（家事・育児・介護）について 

３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

４ 職業生活について 

５ 配偶者等からの暴力などについて 

６ 北本市の男女共同参画の取り組みについて 

 

回答者の性別・年齢 
  

回答者の年齢については、

男女ともに「60～69 歳」が

最も多く、次いで男女ともに

「70 歳以上」、次いで女性で

は「50～59 歳」、男性では

「40～49 歳」となっていま

す。 
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■「平等になっている」と回答した割合

家庭

職場

教育

政治

地域活動の場

法律や制度

社会通念や慣習・風潮

社会全体でみた場合

21.2 

11.8 

51.1 

8.3 

25.6 

14.3 

4.4 

5.1 

43.5 

22.8 

66.1 

21.2 

35.5 

31.3 

10.6 

17.1 

0 20 40 60 80

（％）

女性 n=566

男性 n=434

男性は仕事、女性は家事・育児・介護を分担する

男性は仕事、女性は家事・育児・介護にさしつか

えない範囲で仕事をする

男女とも仕事をし、家事・育児・介護は主に女性

が分担する

男女とも仕事をし、家事・育児・介護は主に男性

が分担する

男女とも仕事をし、家事・育児・介護は男女がと

もに分担する

男女とも仕事をし、家事・育児・介護は家族や民

間サービスなどに任せる

女性は仕事、男性は家事・育児・介護を分担する

女性は仕事、男性は家事・育児・介護にさしつか

えない範囲で仕事をする

その他

無回答

5.3

11.5

0.2

0

58.8

12.4

0

0.4

1.9

9.5

10.4

14.5

1.8

0.5

53.7

9.2

0.2

0

3.2

6.5

0 20 40 60 80

（％）

女性 n=566

男性 n=434

25.9 

23.9 

23.2 

0.2 

11.2 

4.6 

0.5 

0.0 

2.9 

7.6 

24.6 

25.2 

17.4 

0.3 

14.1 

3.6 

0.3 

0.3 

5.6 

8.5 

0 10 20 30

（％）

女性 n=410

男性 n=305

１ 男⼥平等に関する意識について 
（１）男⼥平等に関する意識         （２）「男は仕事、⼥は家庭」という 

考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

２ 家庭生活（家事・育児・介護）について 
（１）家庭における男⼥の役割分担【理想と実際】 
 

 

 

 

 

 

 

 

【理想】   【実際】 

  

8.5 

53.2 

16.6 

47.2 

0 10 20 30 40 50 60

そう思う

そう思わない

（％）

女性 n=566

男性 n=434

「男は仕事、女は家庭」という考え方

については、男女ともに「そう思わない」

割合が多くなっています。 

社会における各分野の男女平等観については、す

べての分野において男性に比べ女性の平等観が低

く、特に家庭においてその差が大きくなっています。 

家庭における男女の役割分担について、【理想】では「男女とも仕事をし、家事・育児・介護は男

女がともに分担する」が男女ともに最も多くなっています。 

しかし、【実際】では男女ともに「男性は仕事、女性は家事・育児・介護を分担する」、「男性は仕

事、女性は家事・育児・介護にさしつかえない範囲で仕事をする」、「男女とも仕事をし、家事・育児・

介護は主に女性が分担する」割合が多くなっています。 
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わからない

無回答

在宅勤務やフレックスタイム制度、短時間勤務制

度など、柔軟な勤務制度を導入すること

職業上、必要な知識・技術などの職業訓練を充実

すること

女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と協力

があること

男性が家事や育児を行うことに対し、職場や周囲

の理解と協力があること

男性が家事や育児・介護を行う能力を高めること

その他

給与などの男女間格差をなくすこと

年間労働時間を短縮すること

代替要員の確保など、育児休業・介護休業制度を

利用できる職場環境をつくること

育児や介護のために退職した職員をもとの会社で

再雇用する制度を導入すること

育児休業・介護休業中の賃金その他の経済的給与

を充実すること

地域の保育施設や保育時間の延長など保育内容を

充実すること

24.6 

24.2 

24.0 

20.7 

18.6 

16.1 

25.6 

7.4 

34.5 

24.7 

16.4 

1.8 

4.1 

6.4 

22.8 

43.5 

27.6 

21.4 

18.4 

14.1 

28.8 

7.1 

15.0 

22.1 

13.1 

3.2 

5.8 

3.9 

0 20 40 60

（％）

女性 n=566

男性 n=434

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」

を同時に優先

わからない

無回答

「仕事」を優先

「家庭生活」（家事、子育て、介護）を優先

「地域・個人の生活」（ボランティア、趣味等）

を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに

優先

3.2 

16.3 

4.2 

30.7 

4.6 

8.8 

26.1 

1.4 

4.6 

7.1 

8.8 

6.0 

32.9 

5.5 

6.9 

27.0 

1.8 

3.9 

0 10 20 30 40

（％）

女性 n=566

男性 n=434

22.6 

27.9 

1.8 

23.3 

1.6 

5.8 

4.2 

6.5 

6.2 

51.6 

3.5 

2.3 

21.9 

4.1 

3.9 

3.9 

3.9 

4.8 

0 20 40 60

（％）

女性 n=566

男性 n=434

３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

（１）仕事、家庭生活、地域・個人の生活の優先度【希望と現実】 
 

                              

   

 

 

【希望】   【現実】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスの実現のために必要な条件 
  

ワーク・ライフ・バランスについては、希望では男女ともに「『仕事』と『家庭生活』をともに優

先」、もしくは「『仕事』と『家庭生活』と『地域・個人の生活』を同時に優先」が多くなっています

が、現実には女性は仕事または家庭優先、男性は仕事優先という状況となっています。 

ワーク・ライフ・バランスの

実現に必要な条件として、女性

では「女性が働くことに対し、

家族や周囲の理解と協力があ

ること」が最も多く、男性では

「年間労働時間を短縮するこ

と」が最も多くなっています。 
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家族の理解や協力が得られないこと

保育施設や保育時間などの制度が整っていないこと

高齢者の介護や病人の看護をしなければならないこと

配偶者の転勤、勤務体制等

採用、昇進、研修などでの男女の不公平な扱い

職場での結婚・出産退職の慣行

再就職時の求人の年齢制限

職業に対する女性自身の自覚が不足していること

障害・困難になるものはない

その他

わからない

無回答

20.0 

48.8 

23.7 

13.4 

11.1 

16.4 

16.6 

13.8 

1.2 

4.8 

5.3 

1.8 

24.9 

37.6 

35.9 

10.2 

5.8 

8.8 

34.6 

8.3 

0.5 

3.2 

2.3 

5.8 

0 20 40 60

（％）

女性 n=566

男性 n=434

無回答

女性は職業をもたない方がよい

結婚するまでは職業をもつが、結婚したら辞めた

方がよい

子どもができるまでは職業をもつが、子どもがで

きたら辞めた方がよい

子どもができても、ずっと職業をもち続けた方が

よい

子どもができたら辞めるが、子どもが成長したら

再び職業をもつ方がよい

その他

0.4 

1.8 

4.4 

34.5 

49.3 

4.8 

4.9 

0.7 

2.3 

9.7 

40.3 

39.2 

6.0 

1.8 

0 10 20 30 40 50 60

（％）

女性 n=566

男性 n=434

４ 職業生活について  
（１）⼥性が職業をもつことへの考え⽅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）⼥性が働き続けるうえでの障害 
 

 

  

女性が働き続けるうえで障害になっていることとし

て、「保育施設や保育時間などの制度が整っていないこ

と」、「高齢者の介護や病人の看護をしなければならない

こと」が男女ともに多くなっているほか、女性で「再就

職時の求人の年齢制限」が多くなっています。 

女性では「子どもができたら辞めるが、子どもが成長したら再び職業をもつ方がよい」が最も多く、

男性では「子どもができても、ずっと職業をもち続けた方がよい」が最も多くなっています。 
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（３）男性の育児休業や介護休業の取得について 
 

 

 

【育児休業】     【介護休業】 

 

 

 

 

 

 

 

（４）政治・経済・地域などの各分野で⼥性リーダーを増やすうえでの障害 
 

 

 

  

74.0 

11.7 

74.2 

13.8 

0 20 40 60 80

取得した方がよい

取得しない方がよい

（％）

女性 n=566

男性 n=434

83.3 

5.4 

78.6 

9.2 

0 20 40 60 80 100

取得した方がよい

取得しない方がよい

（％）

女性 n=566

男性 n=434

育児・介護の支援などの公的サービスが十分では

ないこと

その他

特にない

わからない

無回答

現時点では、必要な知識や経験などを持つ女性が

少ないこと

女性自身がリーダーになることを希望しないこと

上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性リー

ダーを希望しないこと

長時間労働の改善が十分ではないこと

企業などにおいては、管理職になると広域異動が

増えること

家事・育児・介護などにおける夫などの家族の支

援が十分ではないこと

23.0 

17.0 

41.2 

35.2 

21.2 

53.0 

43.3 

1.2 

2.5 

9.0 

3.9 

30.6 

25.3 

24.9 

34.6 

21.4 

45.6 

43.5 

2.1 

2.1 

6.2 

3.0 

0 20 40 60

（％）

女性 n=566

男性 n=434

男性が育児休業、介護休業を取得することに対して、男女ともに「取得した方がよい」との回答が

多くなっています。 

政治・経済・地域などの各分野で、女性リーダーを増やすときに障害となるものとしては、男女と

もに「家事・育児・介護などにおける夫などの家族の支援が十分ではないこと」が最も多く、次いで

「育児・介護の支援などの公的サービスが十分ではないこと」となっています。 

また「上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性リーダーを希望しないこと」が女性で多くなって

います。 
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見たくないのに、ポルノビデオやポル

ノ雑誌を見せる

何を言っても、長期間無視し続ける

交友関係や電話、メール、郵便物等を

細かく監視する

「誰のおかげで生活できるのか」と

か、「かいしょうなし」などと言う

大声でどなる

生活費を渡さない

骨折させる

打ち身や切り傷などのケガをさせる

刃物などをつきつけて、おどす

身体を傷つける可能性のある物でなぐ

る

突き飛ばしたり、壁にたたきつけたり

する

平手でぶつ、足でける

収入や貯金を勝手に使う

物をなげつける

なぐるふりをしておどす

ドアをけったり、壁に物を投げておど

す

いやがるのに、性的な行為を強要する

85.0 

77.2 

91.5 

92.2 

90.6 

89.0 

75.6 

64.0 

66.4 

80.7 

66.3 

54.1 

54.9 

70.5 

63.6 

69.1 

62.4 

8.8 

15.9 

1.9 

1.6 

3.7 

5.3 

18.4 

27.2 

24.6 

12.4 

20.3 

32.2 

28.8 

18.4 

27.6 

18.6 

23.1 

1.4 

1.8 

1.2 

0.9 

0.9 

0.9 

1.1 

3.2 

3.5 

1.2 

8.1 

8.1 

10.2 

5.8 

3.9 

7.1 

8.5 

4.8 

5.1 

5.3 

5.3 

4.8 

4.8 

4.9 

5.7 

5.5 

5.7 

5.3 

5.7 

6.0 

5.3 

4.9 

5.3 

6.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

85.5 

80.9 

92.4 

92.4 

86.4 

81.6 

73.3 

59.2 

57.8 

78.8 

62.7 

44.0 

47.9 

59.0 

49.3 

58.8 

56.5 

9.0 

12.9 

2.3 

2.5 

8.8 

13.4 

21.0 

30.0 

32.7 

15.7 

26.5 

40.8 

36.4 

28.1 

38.5 

27.6 

27.6 

1.2 

1.4 

1.2 

0.7 

0.9 

0.9 

1.4 

6.2 

4.8 

1.2 

6.5 

11.3 

11.1 

8.3 

8.1 

9.4 

11.3 

4.4 

4.8 

4.1 

4.4 

3.9 

4.1 

4.4 

4.6 

4.6 

4.4 

4.4 

3.9 

4.6 

4.6 

4.1 

4.1 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５ 配偶者等からの暴⼒などについて 
（１）ＤＶについての認識 
 

 

 

                               

 

 

【女性 n=566】     【男性 n=434】 

ど
ん

な
場

合
で

も
暴

力
に

あ

た
る
 

暴
力

の
場

合
と

そ
う

で
な

い

場
合
が
あ
る
 

暴
力

に
あ

た
る

と
は

思
わ

な

い
 

無
回
答
 

 ど
ん

な
場

合
で

も
暴

力
に

あ

た
る
 

暴
力

の
場

合
と

そ
う

で
な

い

場
合
が
あ
る
 

暴
力

に
あ

た
る

と
は

思
わ

な

い
 

無
回
答
 

 

  

配偶者等からの暴力については、いずれの行為についても、「どんな場合でも暴力にあたる」と

いう認識が高くなっていますが、[何を言っても、長期間無視し続ける]、[交友関係や電話、メール、

郵便物等を細かく監視する]などといった精神的暴力への認識は比較的低くなっています。 
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交友関係や電話、メール、郵便物等を

細かく監視する

「誰のおかげで生活できるのか」と

か、「かいしょうなし」などと言う

大声でどなる

生活費を渡さない

収入や貯金を勝手に使う

物をなげつける

なぐるふりをしておどす

ドアをけったり、壁に物を投げておど

す

いやがるのに、性的な行為を強要する

見たくないのに、ポルノビデオやポル

ノ雑誌を見せる

何を言っても、長期間無視し続ける

骨折させる

打ち身や切り傷などのケガをさせる

刃物などをつきつけて、おどす

身体を傷つける可能性のある物でなぐ

る

突き飛ばしたり、壁にたたきつけたり

する

平手でぶつ、足でける

0.0 

1.1 

0.0 

0.7 

1.8 

2.3 

1.9 

2.8 

2.8 

3.4 

0.7 

3.2 

2.5 

4.9 

12.0 

3.5 

3.7 

1.1 

4.6 

1.6 

1.9 

5.8 

8.7 

13.6 

11.1 

14.8 

9.5 

3.0 

14.3 

6.4 

11.8 

19.1 

3.9 

6.0 

93.1 

88.7 

92.4 

91.3 

86.9 

83.0 

79.0 

80.7 

76.5 

81.4 

90.5 

76.5 

85.0 

77.2 

62.9 

86.4 

83.9 

5.8 

5.7 

6.0 

6.0 

5.5 

6.0 

5.5 

5.3 

5.8 

5.7 

5.8 

6.0 

6.2 

6.0 

6.0 

6.2 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0 

0.2 

0.0 

0.5 

0.7 

2.5 

2.1 

1.6 

1.2 

0.2 

0.0 

3.7 

2.1 

1.4 

5.8 

0.2 

1.6 

0.5 

3.2 

2.5 

2.3 

4.6 

13.1 

14.1 

12.4 

12.9 

4.4 

3.0 

19.1 

4.1 

8.8 

27.2 

1.6 

5.3 

93.1 

89.9 

90.8 

90.6 

88.0 

77.9 

77.4 

79.3 

79.3 

88.9 

90.3 

71.0 

87.3 

83.4 

60.6 

91.5 

86.6 

6.5 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.5 

6.5 

6.7 

6.7 

6.5 

6.7 

6.2 

6.5 

6.5 

6.5 

6.7 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（２）ＤＶなどによる被害状況 
 

 

 

 

              

 

 

【女性 n=566】     【男性 n=434】 

何
度
も
あ
っ
た
 

１
、
２
度
あ
っ
た
 

ま
っ
た
く
な
い
 

無
回
答
 

 何
度
も
あ
っ
た
 

１
、
２
度
あ
っ
た
 

ま
っ
た
く
な
い
 

無
回
答
 

  

ＤＶなどによる被害の状況は、いずれの行為も男女ともに「何度もあった」または「１、２度あ

った」という回答が一定数ある状況となっています。 

また、[何を言っても、長期間無視し続ける]、[大声でどなる]行為は、女性と比較して男性で被

害が多くなっています。 
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６ 北本市の男⼥共同参画の取り組みについて 
（１）男⼥共同参画社会実現のために市に求めること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

市の審議会への女性の積極的登用

男女共同参画推進センター等の拠点施設の

整備

その他

特にない

わからない

無回答

女性のための相談事業の充実

女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた

啓発

ＤＶ被害者の相談・自立支援の充実

学校教育での男女平等教育の実施

地域活動への男女共同参画の促進

防災の分野における男女共同参画の推進

男女共同参画に関する講座の実施や情報紙

の発行などによる啓発

女性の就労・起業についての支援策

ワーク・ライフ・バランスの啓発

男性を対象とした講座や意識改革を進める

啓発事業の実施

保育所・学童保育室などの子育て支援の充

実

高齢者介護支援の充実

母性保護をはじめとする、生涯を通じた女

性の健康支援の充実

27.9 

18.6 

11.8 

9.7 

33.4 

42.6 

11.0 

10.1 

4.4 

5.3 

18.6 

8.3 

4.1 

5.7 

3.2 

1.8 

4.1 

9.4 

4.9 

32.9 

18.9 

18.4 

14.1 

36.4 

37.8 

8.3 

9.7 

4.6 

6.9 

17.3 

13.6 

5.3 

2.8 

4.8 

2.3 

3.2 

9.0 

2.3 

0 10 20 30 40 50

（％）

女性 n=566

男性 n=434

男女共同参画社会の実現のために市に求めることについては、男女ともに「高齢者介護支援の充

実」が最も多く、次いで「保育所・学童保育室などの子育て支援の充実」、「男女共同参画に関する

講座の実施や情報紙の発行などによる啓発」となっています。 

また、「ワーク・ライフ・バランスの啓発」が男性で 18.4％と、女性を 6.6 ポイント上回ってい

ます。 

北本市企画財政部 企画課 

〒364－8633 埼玉県北本市本町１－111 

電話（048）591－1111〈代表〉 


